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協定の特徴

✓小学校区の２集落から成る
はち たか む じん

✓八高無尽※の存在
✓農業法人が集落を引っ張る

・中山間地域等直接支払制度を第１期対策から継続。
・八高無尽により、日頃から多世代、農家・非農家が話し合う交流の場が確保。無尽のグループは
男性１グループ、女性は年代別に数グループ、男女別にそれぞれ存在。

・農事組合法人を母体（令和元年度の農地集積率：約95%）に多様な農業生産活動を展開し、中山間
地域等直接支払交付金・多面的機能支払交付金を活用した維持活動を実施。

・第４期対策から２集落（八布施集落と高之巣集落）の協定を統合し、事務負担を軽減。
・山際の傾斜地には特産の栗を植栽するなど協定内農用地の特性を踏まえた土地利用を実施。
・野菜栽培による女性の参画も推進。

集落協定における取組事例２

※八高無尽とは
給付の仕組みを活用した性別、年代別の話し合い、交流の場。
集落コミュニケーションの充実、合意形成に寄与。

⼋布施集落

⾼之巣集落




